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手作業時には腰や背中にご注意を 
 
背景 
毎年、重量物を不適切な方法で持ち上げたり、運搬したり、引っ張ったりしたこ

とが原因で負傷する船員がいます。背部損傷は船の乗組員が経験する最も一般的

な傷害の一つであり、船員と船主のいずれにも深刻な影響を与える可能性がある

ものです。負傷した船員は、業務が十分に行えなくなったり、ライフスタイル全

般を変更せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。そうなった場合、

船主には、多額の費用負担が生じる可能性があります。背部損傷のほとんどは、

適切な技術を用いて持ち上げ作業を行えば予防可能なものです。したがって、

本サーキュラーの目的は、どのような業務であれ、また、いくら時間に追われ

ている状況であっても、重量物を手で扱う（持ち上げるなど）際には適切な指示

事項を遵守することが重要であることを、船主と乗組員の皆様に再確認していた

だくことにあります。 
 
Gard の経験 
Gard には、船の乗組員の疾病、負傷、死亡に伴うクレームが寄せられてきます。過去 10 年間の乗

組員からの Gard に対するクレーム記録を見ると、Gard の P&I クレーム総額の相当部分を乗組員の

負傷が占めており、負傷関連のクレームだけで P&I クレーム総額のおよそ 10%を占めていました。

そのうちの約 25%は、負傷の中でも最も費用が高額となる背部損傷が占めていました。また、発

生場所別に見ると、背部損傷の約半数は甲板もしくは機関室での作業中に発生していました。背部

損傷と乗組員の年齢との因果関係は特に観察されていません。 
 
Gard が扱ったある事例では、船員がギャングウェイの持ち上げ業務を実施した後に下背部から下

肢へと広がる痛みを訴えました。症状が続いたため、下船後に医師の診察と投薬を受けた後、精密

検査と治療のため母国に送還されました。その船員の障害等級は上位等級に当たると認定され、船

上での業務中に生じた傷害であることから、100%の傷害補償が付与されることとなりました。下

表は、背部損傷に関連して発生する費用例をまとめたものです。これ以外にも、離路や争いが生じ

た場合の法的係争費用など、追加の費用が発生する可能性があることに留意してください。 
 

非侵襲性治療を要する背部損傷にかかる費用例（米ドル） 
本国送還 1,000 

P&I コレスポンデント 9,000 
代替要員 3,000 
医療費 17,000 
疾病手当 5,000 
傷害補償 130,000 

費用合計額（米ドル） 165,000 
 
各項目の費用は、地域によって大きく異なる可能性があります。例えば、米国の場合、一件当たり

の医療費が 20 万ドルに達することも珍しくありません。集中治療が必要な場合は、1 日当たりの

入院費が 2 万 5000 ドルにもなることがあり、それによって医療費がさらに押し上げられる可能性

があります。米国内での医療費が発生するケースでは、ケースの評価と、適切な医療管理サービス

の提供と医療費の審査の手配が行えるように、Gard に対して早期にお知らせいただくことが特に

重要です。 
 
背部損傷 ― 要因 
急性背部損傷の一般的な要因としては、不適切な動作（つまり、物を持ち上げたり、引っ張ったり、

運搬したりするときの動作）、体調不良、不適切な業務環境、重労働、悪い足元（床が滑りやすい

など）などが挙げられます。船上では手を使った作業を安全に行うことが特に難しい場合がありま

す。船は極めて危険な業務環境になり得る上に、過酷な気象条件や船の揺れなどが加わることもあ

ります。さらに、海水にさらされた甲板は極めて滑りやすくなります。また、船上業務は時間との

戦いでもあることから、それがプレッシャーとなって、航行スケジュールを遵守しようと手順を省

いたり、危険な労働慣習を行ったりする船員もいます。 
 

手作業時には腰や背中にご注意を 
 
船の業務には、重量物の持ち上げ作業などが多く、そういった作業を長年繰り返しているうち徐々

に背部障害が進行する可能性があります。痛みが生じても、それを「当然視」し、我慢できる類い

のものであると判断して、重症化の兆候が見過ごされてしまうことがしばしばあります。このよう 
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なことから、ある単一の出来事が急性背部損傷の原因のように見える場合でも、実は、長年の不適

切な作業によって筋骨格系の補助機能が低下していることが原因となっているのです。 
 
雇用者と労働者の義務 
船上における安全衛生については各旗国の法律で規定されています。また、これに関連する重要な

文書には、2013年8月発効予定のILOの海事労働条約（MLC）があります。MLCの第4.3条では、安

全衛生の保護と、事故防止について触れられているものの詳細な規定はありません。その代わり、

MLCでは、旗国の規則において対処すべき事項が規定されています。また、様々な国際・国内規

範において、作業場所の危険度の許容レベルや、船の労働衛生方針の作成・実践の方法が定められ

ています1。 
 
船主にはかかる規則を実践する義務があり、一方、個々の乗組員には船上で適用される規範や方針

を遵守する義務があります。乗組員は自身の安全衛生だけでなく、自身の活動によって影響を受け

る可能性のある他の乗船者らの安全衛生にも配慮し、事故やニアミスがあった場合には直ちにしか

るべき船舶職員に報告しなければなりません。 
 
助言 –  背部損傷の予防 
幸いにも、ほとんどの旗国と船主は、船員に対して良好な労働条件を提供できていることを自負し

ています。しかし、2013年にMLCが発効後には、Gardのメンバーとクライアントの皆様は、乗組

員の船上における労働安全衛生を確保するための業務環境を整備することに対して法制面の明確な

責任を負うことになります。業務事故と背部損傷のほとんどが日々のルーチン業務の実施中に発生

していることから、係留や機関室内での修理作業などの危険度の高い業務のみならず、船内でのあ

らゆる重要な業務を踏まえて、次のような予防措置を取られることを推奨いたします。 
 

各業務に関連するリスクを定期的に評価し、必要に応じて手順や機器を改善すること。重量物

の持ち上げや作業に使用する機器は、目的に適したものにすること。 

危険な場所で作業を実施しなくても済むように（あるいはなるべく作業しなくて済むように）

業務を計画すること。 

作業内容に応じたトレーニングを実施すること。体の構造に関する基礎的な知識を含め、不適

切な姿勢に伴う危険因子について重点を置いた内容とすること。 

安全会議や現場での説明時などのあらゆる機会を活用して正しいかがみ方、持ち上げ方、運び

方に関して注意を喚起すること。啓発ポスターや指示事項を手作業方法の図解と併せて、船内

の目立つ場所に掲示すること2。  

チームワークの重要性を強調すること。重量物や大きな物を扱う際に、必要に応じて、他者と

協力して分担したり、機械を活用するようにすること。 

首や背中に痛みを感じたら早く報告させるようにすること。体が弱くなっている船員からその

ような報告があれば、急性背部損傷が発症する前に予防措置を採れる可能性があります。報告

タイミングが早いか遅いかによって、比較的短期間で治療・回復ができるか、重症化するかの

分かれ目になることがよくあります。 

運動を推奨すること！ 鍛えた体は、運動不足の体よりも、予期せぬストレスや緊張にうまく対

応できる場合があります。 

 
Gardの統計データは、背部損傷だけでも、海運業界に相当な額の人的被害や、生産性の低下、補償

による経済的な負担をもたらしていることを示しており、ここから、船員の安全衛生を確保するこ

とが極めて重要であることが分かります。船主は、トレーニングの機会を作ることを含め、安心・

安全な業務環境を船員に提供することを通じて、船上で働く乗組員それぞれが、自分自身と仲間の

安全に配慮するように仕向けることができるものと思われます。 

 
1 規範の例としては、ILOのCodes of Practice「Accident prevention on board ships at sea and in 
Port（海上及び港内における船内の事故防止）(英文のみ)」およびイギリス沿岸警備隊の「Code of Safe 
working Practices for Merchant Seamen （商船船員のための安全作業実務コード[COSWP]（英文のみ）」が

あります。 
2 イギリス沿岸警備隊の COSWP 第 19 章「Manual Handling」の付属書記載のサンプルイラストを参照して

ください。 
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